　　　

（様式１）

■基準への対応状況　（後方視野確認支援装置）

	基準要件等
	対応状況

	（１）
	十分な耐久性があること。
	※試験成績書を添付
自社試験結果または第三者の試験結果の提出

	（２）
	機械的作動が円滑であること。
	※試験成績書を添付

	（３）
	後退時の後方視野が確保できていること。
	デモンストレーションで確認

	（４）
	運行時（前進も含む）において後方視野が確保できること。
	デモンストレーションで確認

	（５）
	当該運転者席において容易に後方視野が確保できること。
	デモンストレーションで確認

	（６）
	日中・夜間問わず、常時、後方視野が確保できること。
	デモンストレーションで確認

	（７）
	モニターに映し出される映像は実像（通信速度に遅延がなく、かつ、カメラ映像がリアルタイムで当該モニターに表示されることをいう）であること。
	デモンストレーションで確認
（モニターの映像確認）

	（８）
	製品名、型式番号が定められていること。
	

	（９）
	装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。また、後退時車両直後確認装置の装着が義務付けられた車両においては、近接後方視野確認手段がカメラシステムである車両のカメラシステムを取り外し、後方視野確認支援装置（バックアイカメラ）を装着しないこと（追加装着は「可」）。
	

	（１０）
	品質が保証され、保証期間が定められていること。
	※保証書を添付
製品の保証期間、部品保存期間を明記のこと

	（１１）
	当該装置に係る取扱説明書により適切な機器の取り扱い方法等を十分に説明できる体制を有していること。
	

	（１２）　
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	※販売先一覧を添付
※「ネット販売」を実施している場合は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制の内容を記入し、ネットの購入画面のその案内の掲載画面を提出

	（１３）　
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該装置の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	

	（１４）　
	当該装置は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	

	（１５）　
	その他
	・メンテナンス体制
	※体制図を添付
機器の装着、活用方法の周知などが実施できる販売体制になっているか、実施しているか、などを記入

	
	
	・クレーム対応窓口
	※連絡先一覧を添付
機器販売後のサポート体制、問い合わせ等の対応窓口を記入

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	他メーカーと異なる特徴等あれば記入


【記載例】（様式１）

■基準への対応状況　（後方視野確認支援装置）

	基準要件等
	対応状況

	（１）
	十分な耐久性があること。
	※試験成績書を添付
耐久試験の結果  ○○○　　
入力電圧、環境条件等　　○○○　

	（２）
	機械的作動が円滑であること。
	○○年以降、○基の販売実績があり、正常に作動している。

	（３）
	後退時の後方視野が確保できていること。
	

	（４）
	運行時（前進も含む）において後方視野が確保できること。
	エンジン始動時に出画（カタログ参照）　

	（５）
	当該運転者席において容易に後方視野が確保できること。
	

	（６）
	日中・夜間問わず、常時、後方視野が確保できること。
	

	（７）
	モニターに映し出される映像は実像（通信速度に遅延がなく、かつ、カメラ映像がリアルタイムで当該モニターに表示されることをいう）であること。
	

	（８）
	製品名、型式番号が定められていること。
	申請書「機器名称」のとおり。　
申請書「型式」のとおり。

	（９）
	装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。また、後退時車両直後確認装置の装着が義務付けられた車両においては、近接後方視野確認手段がカメラシステムである車両のカメラシステムを取り外し、後方視野確認支援装置（バックアイカメラ）を装着しないこと（追加装着は「可」）
	国土交通省へ確認済。　

	（１０）
	品質が保証され、保証期間が定められていること。
	※保証書を添付　製品の保証は○年　
製造打ち切り後、部品保存期間○年間

	（１１）
	当該装置に係る取扱説明書により適切な機器の取り扱い方法等を十分に説明できる体制を有していること。
	

	（１２）
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	販売先一覧を参照
※販売先一覧を添付
※「ネット販売」のアフターサービス体制とネット購入画面の掲載画面は別紙のとおり

	（１３）
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該装置の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	全国の販売店及び代理店を通じて対応可能

販売台数等の調査に協力する

	（１４）
	当該装置は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	ネットオークション等、不特定の顧客への流通はない

	（１５）
	その他
	・メンテナンス体制
	全国○○ヶ所の営業所及び代理店を通じ、迅速に対応　
（カタログ参照）
※体制図を添付

	
	
	・クレーム対応窓口
	お客様サービス相談室　　
電話　００－００００－００００
　※連絡先一覧を添付

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	


実機（カメラ）


の確認








